
消防係

(1)　火災等の警戒及び防御に関すること。
(2)　消防水利の管理保全に関すること。
(3)　消防機械器具の管理保全に関すること。
(4)　警防調査に関すること。
(5)　火災原因及び損害調査に関すること。
(6)　火災予防条例に関すること。
(7)　消防訓練に関すること。
(8)　街角消火器の維持管理に関すること。
(9)　署内の庶務に関すること。
(10)　他の主管に属さない事務に関すること。
救急係

(1)　救急業務に関すること。
(2)　救急講習の指導及び訓練に関すること。
(3)　救急車及び救急資機材の管理保全に関すること。
(4)　救急統計及び報告に関すること。
(5)　救急救命処置技術の研究に関すること。
(6)　その他救急に関すること。
救助係

(1)　救助業務に関すること。
(2)　特殊災害の警防活動に関すること。
(3)　救助訓練に関すること。
(4)　救助工作車及び救助資機材の管理保全に関すること。
(5)　救助調査に関すること。
(6)　救助統計及び報告に関すること。
(7)　その他救助に関すること。
指令係

(1)　各種災害の出動指令及び部隊運用に関すること。
(2)　各種災害情報の収集及び伝達に関すること。
(3)　消防用通信施設の運用及び維持管理に関すること。
(4)　救急医療情報の収集及び伝達に関すること。
(5)　消防信号に関すること。
(6)　通信指令業務の訓練及び技術の指導に関すること。
(7)　災害通信記録に関すること。
(8)　消防気象観測及び統計に関すること。
(9)　緊急通報システムの運用に関すること。
(10)　その他指令業務に関すること。

消防課

庶務係

(1)　公印の保管に関すること。
(2)　文書収受、発送及び整理に関すること。
(3)　職員の人事及び給与に関すること。
(4)　条例、規則の制定及び改廃に関すること。
(5)　予算及び経理に関すること。
(6)　物品の購入に関すること。



(7)　職員の貸与品に関すること。
(8)　安全衛生管理に関すること。
(9)　消防施設の整備計画に関すること。
(10)　消防財産に関すること。
(11)　個人情報の管理に関すること。
(12)　消防統計及び広報の総括に関すること。
(13)　消防団に関すること。
(14)　表彰及び儀式に関すること。
(15)　公務災害補償に関すること。
(16)　職員の福利厚生に関すること。
(17)　消防職員委員会に関すること。
(18)　課内の庶務に関すること。
(19)　他の主管に属さない事務に関すること。
警防係

(1)　警防計画及び演習訓練に関すること。
(2)　消防車両・資機材の整備及び管理に関すること。
(3)　消防水利の計画及び検査に関すること。
(4)　消防相互応援協定に関すること。
(5)　開発行為に伴う指導又は協議に関すること。
(6)　安全運転管理に関すること。
(7)　救急、救助の総括に関すること。
(8)　応急手当の普及啓発に関すること。
(9)　救急搬送証明書の交付に関すること。
(10)　医療機関との連絡調整に関すること。
(11)　消防用通信施設の整備及び管理に関すること。
(12)　気象の総括に関すること。
(13)　消防用燃料等に関すること。
(14)　その他警防に関すること。
予防係

(1)　火災予防の広報、啓発に関すること。
(2)　予防査察及び指導に関すること。
(3)　建築確認等の同意事務に関すること。
(4)　防火管理者の育成及び指導に関すること。
(5)　消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。
(6)　火災予防関係法令の実施に関すること。
(7)　火災原因及び損害調査に関すること。
(8)　予防統計及び情報管理に関すること。
(9)　住宅防火対策に関すること。
(10)　火災のり災証明の交付に関すること。
(11)　防火基準適合表示に関すること。
(12)　防火クラブの育成及び指導に関すること。
(13)　街角消火器の整備に関すること。
(14)　消防訓練の指導に関すること。
(15)　その他予防に関すること。
保安係



(1)　危険物製造所等の規制及び許認可事務に関すること。
(2)　危険物製造所等の保安の確保及び指導に関すること。
(3)　指定数量未満の危険物、指定可燃物等の規制及び指導に関すること。
(4)　火薬類の規制事務に関すること。
(5)　液化石油ガス等の保安の確保及び指導に関すること。
(6)　危険物製造所等、火薬類及び液化石油ガス等の災害調査に関すること。
(7)　危険物施設等の統計に関すること。
(8)　防火安全協会に関すること。
(9)　その他保安に関すること。


